
提案10 下水処理場におけるゼロエミッション構想
～エネルギー自立型下水処理場～

処理場内でエネルギー
自立型処理場を実現

１．提案の概要
・処理水、汚泥、熱等、膨大な未利用エネルギーを徹底活用。
・処理場内で化石燃料由来の電力を消費しないエネルギー自立型下水処理場
を実現。
・そのほか、処理水、汚泥製品などを100％有効利用。

処理水 建設資材

コンポスト熱、処理水等



２．提案の背景

下水処理には多くの
エネルギーが必要

全国の総電力消費量の

約0.6％ 下水道が有する未利用
エネルギー等を活用し、

0.6％を0％に！下水処理の結果、
大量の汚泥が発生

全産業廃棄物量の
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0

2000

4000

6000

8000

10000

Ｈ
4
Ｈ
6
Ｈ
8
Ｈ
10
Ｈ
12 H1
4
H1
6
H1
8
H2
0
H2
2
H2
4
H2
6

(kwh)

0

20

40

60

80

100
(%)

年間の処理場の電力量 普及率

下水道の普及に伴い、下水道の要
する電力は今後も右肩上がり！

下水汚泥は全産業廃棄物の約2割
を占める！

下水汚泥, 75801
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農業,
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その他の
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建設業, 79011
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パルプ・紙・

紙加工品製造業,

27058

(6.7%)
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(4.2%)
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窒業・土石製品製造

業, 12532 (3.1%)

食料品製造業,

10639 (2.6%)

電気機械器具製造

業, 4729 (1.2%)

電気・ガス・熱供給・水道業

91504 (22.5)

計

406,037

（100.0）

単位：千t/年

（ ）内は%

資料：環境省調べ（平成１２年度）

推計



３．提案の内容

法制度
下水道は地球環境保全のた
めに資源を再生すべき旨位置
付け
資源利用計画を設けて事業
を実施するスキームの確立

財政措置
資源利用計画に基づいて実
施する事業に対して充実した
財政措置を実施
財源は、炭素税や温暖化排
出取引枠、環境税等を活用

技術開発
効率的な資源利用のための
技術開発を支援
学界、産業界に対する技術
開発のインセンティブ

自然エネルギーの活用
下水処理場の空間を活用し
た太陽光発電、風力発電や
ヒートポンプ等を推進

エネルギー自立型
下水処理場の実現



４．提案の効果
処理場の電力をすべて消化ガス、太陽光、風力の各発電で賄うことが可能！

Case１ Case２

処理人口 50,000人

面積 50,000ｍ2 60,000ｍ2

消費電力 ① 3,7000千kwh／年 9,8000千kwh／年

消化ガス発電 1,500千kwh／年 3,900千kwh／年

太陽光発電 2,300千kwh／年
(処理場の20,000ｍ2に設置）

3,450千kwh／年
(処理場の30,000ｍ2に設置）

発電量計 ② 3,800千kwh／年 9,850千kwh／年

まとめ 消化ガス発電全量及び

敷地の約40％の太陽光発電で
エネルギー自立型処理場を実現

消化ガス発電全量、

敷地の約50％の太陽光発電及び
風力発電１基で

エネルギー自立型処理場を実現

①≒② Ｏ．Ｋ． Ｏ．Ｋ．

風力発電 － 2,500千kwh／年

125,000人

（基本的な考え方）
・消化ガス 実例（消化ガス発電量／処理場内消費電力量＝0.3～0.5）より処理場内電力の

40％を賄う
・太陽光 115kwh／年・ｍ2（実例より）×設置面積（処理場の約5割以内）
・風力発電 250万kwh／年／基（実例より）
・Case１、２は実在の処理場をモデルに設定


